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(資料 1J 
吹田市公立保書所民曽化庁内検討会議 アンケート結果

〈第� 3臨� 8男� 28臼実施分〉� 

e 傍臆希護者� 86人の肉、� 83人の方よりど回答在い主だ控まし託。

欝鵠� 1 お{主まいほどちらですか。

口吹由市内・・・防人 口市外・・・� 23人 (無記入・ ・1人〉a

翼開� 2 吹田市公立保商閣の保護者の万ですが。

口はい ・・・� 17入〈護椴クラス器答あり〉� 

O歳児クラス.1人� 1議児クラス・・・� 3人� 2歳男クラス・・・� 4人� 

3歳児クラス・・・� 4人� 4歳児クラス・・・� 2人� 5歳児クうス・・・� 5人

口いいえ ・・・� 63人

〈無記入 ・・・� 3人〉

質問� 3 この畏営化庁内接討会識を何でお知りになりまし疋か。

〈複叡自答あち〉

口市ホームページ・・・� 20人 口信役所措部被・・・� 3人

自{宗青圏縄示・・・� 34人 口その他・・・� 28人 〈無記入・・・� 7人〉� 

• 8/28の愈構内容や運営方法について、ま託、その他ご意見など� 

1 会議内容

ア 民堂{じには締得で窓ない。

イ 「毘露犯あり窓jでなく、民営佑する必繋があるのかもしっかち議論して

ほしい。

ウ 能指と比較して醸員数が多いという民営把理由では納得できない。

エ 概ね5欝程度から5彊の民営{じと決まつだ盟由を詳錨!こ示してほしし'0
才 現在の鵬員委主と吹田市アウトソ…シング議進計闘策定時の職員搬は変化

しているはすであり、毅学を示して、畏営{じ!Q{I要曜叡を再検討して!ましい。

力 民営化することでかえって市の経費がかかることには忍らないか。

キ 民堂化調選定基準の考え万がわかりにくい。

ク 民営偲謹選定器準の考え方はよくわかった。

ケ 畏営化圏選定基準の替え万iま、しっかり議議してほしい。

コ 市援を均等に分17公立保育所を遭正に配置していくという考え方は構成

である。

サ 民営拡閣選定基準� 1の替え万としての市域のブ口ック留りを行うと、別ブ

ロックでち近隣にある公立保育所陪土ちあり、駅からの距離など、探護者の
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動線という観点も加味してほしい。

シ 民嘗化器選定基準 2の警え]]1手、子どもの数が主な基準であり、子どちの

だめというより、応募事業者の疋めのものであると感じる。

ス 民嘗{じする保育所の選定の考え方は議論されても、民営信実施の考え方は

全く鵠議されていない。

セ 民営北検討iこあ去三り、現在の公立保奇蹟の保育内容在一定詰継京し、子ど

もや保護者のことを一番iこ考えてほしい。

ソ 民営告するならば今より良いものとなるよう、また、子どもが健やかに脊

つようにしてほしい。

タ 公立 私立と分けるのでなく r吹自の保蒔」として一つにとらえ、畏営化e

の基準を検討し、公私連議して、全体の底上げを図るべき。

チ 民営犯後の事業主体として畏髄な事業蓄を選定してほしい。

ツ 事業者選定についての考え万ち提出してほしい。

テ 事業者iこ廊饗してもちうために畏営化にあ疋つての保書所運営に関する

条件を緩く亨るのは、本末転俗である。

ト この民営化喋施計臨案や市の説明にあった経費関或の警え万では、臨勢事

業者が現れるのか疑問である。

ナ 市との協定を守らない事業者iこ対する歯止めはお要である。

ニ 保育内容などのきi継ぎを丁寧に時間をかけて結ってほしい。

ヌ 民営化後の盟運留が不安定になることが懸議される疋め、土地・建物詩無

慣{むを基本とすべき。

ネ 審議師配麓在どのように仔うか、もっと議議が!的要である。

ノ 一時預かりをどのように行うか、もっと議論が必喪である。

ハ障がい児保轄をどのように行うのか、ちっと議論がi必要である。

む 障がい兜保育Id:，専門性や経援をお要とし、畏年の横み謹ねの上!こ実路さ

れてきたものであり、民営也後の盟で簡単には実施できないであろう。

フ 地域支援事業をどのように結うか、ちっと議舗が弱腰である。

へ施設の老朽化対策をしっかり行ってほしい。 

m 民営化後に当該謹が運営をやめることのないようにしてほしい。

マ 提営化i法、ますは、 1閣自が確実に移行し、より良いものとなることが藁

要である。

ミ 民営化後も市として賓任を果疋し、原知として環在の公立保湾所め保膏内

容を縫京してiましい。

ム Fちとして民営化後ち賓任を持つということを異体的に訴してiましい。ま

芝、そのような民営化の実麹計直としてiましい。

メ 市の財政危機がrutばれている中、この民営犯の実施計臨が実現で窓るのか

疑問である。

モ いくら良い民営化の実施計画となっても、製際に良い人材の確保ができる

かが輩要である。

ヤ他市民営化撃協の検証な必要ない。

コ 吹田市猿自の畏営化はどう諮るべきかを模討してほしし弘
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ヨ 良嘗化と幼保一体化の関係が不明壌であち、ちっと議議が必要である。

う 子ども・子青て支援事業計闘簾建前に、民営化盟や幼{呆一体化移行圏在選

定ずるのは難しいのでiまないか。 

1) 	 トップが獲われば方針が変わるということの無いよう、一環し疋方針むし

てほしい。

ル	 保商問利用謀議省、商児中の万、現場の万などの市民の意毘を開く機会を

設けて民営化を横討してほしい。 

2 運営方法

ア ちっと詩間をかけて丁寧に議論してほしい。

イ 出室で会議諸声が開けてよかっ廷が、鍔聴者決定の抽選に外れ疋のは残議

である。 

'0ウ抽選はやめだ万がいし

工 会揚に空席があるならば、鍔聴者席とすべき。

オ傍聴定員の増員を結うことを事前にもっと踏知すべき。

力 会議時間が予定より畏引くことがあることを事前iこもっと周知すべき。

キ 皆がホームページを閲覧できるわけでないので、ホームページ以外での毘

知ちしっかり実路すべき。


ク 会議開{雀の罵知の播示簡所が少なす諮る。


ケ 市報にても会議開竃予定及び模討内容過程などを周知すベ話。


コ 会議開濯予定ち後 1自だが、議論がまとまるのか疑問である。


ザ 4田自会議後ち継続レて会議を開催すベ活。

シ 外部アドバイザ…会議の呉律的内容を教えてほしい。

ス 委員iこより様々な観点から多護の態見が出たことほ評価する。

セ 保育現場のことをわかってい恐い蓑員により横討が進行するのはお必し

い。


ソ もう似し具体的な検信関容を健法してほしい。


'0説明がわかりづらく、もっと結論から話レてほししタ 
チ このアンケートの髄鱈乏で、私立保育園の謀謹書ち含めた保育所利用保護

者かを聞いてiましい。

ツ このアンケート結集やそれに対する指としての由密をホームページのみ

えまらず、市報などにち掲載してほしい。

テ 来場しだ欝聴希望者だけでなく、保膏所利用謀議謡、育児中の方、現場の 

7きなどの市民の意見を開く機会を設けて会識を運営してほしい。 
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1 はじめに

本市では、厳しい財政事情の中、抜本的な行設改革を主要な敦策課題とし

て掲げ、� f行政の維薪プロジェクト� j として最鍍先iこ取り組んでいます。平

成� 23年� (2011年)8丹には同プロジェクトの取組課題の一つに事業見

置しを位膿づけ、その実施方針の中で、簡素で効果的・効率的な行政運営を

めざして事務事業のアウトソーシングを年次的に進めること等を基本的な

考え方としながら、すべての事業を見亘し、市民満足度と効率を兼ね構えた

最適な事業f本系の再構築を留っています。

こうした中、施設の者朽化や人件費の増大等の課題がある公立保育所につ

いても、同年� 8丹に民間活力の導入を図るため、アウトソーシング推進に取

り組む方針を政策決定し、平成� 24年� (2012年)� 2丹に「吹田市アウト

ソーシング捨選計画」において、公立保脊所民営化の年次計画を示したとこ

ろです。

また、平成� 24年� (2012年)� 6月から同年� 12月には吹田市公立保育

所の諾揖題への対応と今後のあり方等について広く意見を求めるために、吹

田市公立保育所のあり方懇談会を開催いたしました。

今後は、これまでの議論・検討の経過を踏まえ、民間の力を活用した賓の

高い保膏事業の展開惑とめざし、民営位を具体的に進めていきます。民営化の

円滑な実施には、十分な資繋を有する事業者の参入を袈すとともに、保育所

運営や保脊内饗に係る基本的な条件のJl憤守を義務づける等、園児の保育器生

活の安定的な継続を関り、事業主体が変わることに対する保護者等の不安の

解消に勢めることが重要です。

そのた持、民営化の基本的な考え方や、民営化後の保育所灘営に関する条

件等を定めた� f吹田市公立様育所民営化実嬉計画Jを策定いたしました。本

計罷は、学識経験者等の委員からなる「吹田市公立保育所民営住外部アドバ

イザー会議Jで出された意見を踏まえ、「吹田市公立保育所民営化庁内検討

会議」を関議する等、横議に検討を重ね、とりまとめたものです。

今後、本計語に沿って、事業者と協働し、保護者等の御協力をいただきな

がら、民営化を模撃かっ円滑に進めますo そして、民間活力の効果的な導入

のもと、多様化ずる保育ニーズに柔軟かっ積機的に対応でき、最小のコスト

で最大の効果が得られる、持続可能で市民満足度の高い子ども・子膏て支援

撞策の推潜をめざしてしてまいります。� 
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2 民営化実施の基本的な考え方� 

(1 ) 畏営化の手法

公立保育携を民営化する手法としては、設置主体及び運営主体を共に

移管先に移行する� f民設民営方式」と、運営主体のみを移行し指定管理

者制度金どを活用する「公設民営方式j が考えられます。

本市においては、民間事業者による梁軟な運営、自主性、経営の継続

性、安定性、本市の財政部や人的効果などを考慮、し、私立保育所として

設穣主体も運賞主体も民需事業者に移行する� f民設民営方式Jとします。� 

(2) 民営化後の事業主体

保育所の運営は、平成四年� (2000年)に規制緩和され、さまざまな

事業者の参画が可能となっています。そうしたなか、民営化後の事業主

体は、保育所運営に実績があり、探育内容の継続・向上ができ、保育内

容の安建性を確保できる民間事業者とします。� 

(3) 民営化移行準備期間の設定

民営化闘の発表から、民営化実施までの期間に、保識者の理解を糠め

ながら引き継ぎ体制を整礎するための民営化移行準備を行います。また、

民営化移行準備には、十分な期間を設けます。

ア 誌営化閣の発表から民営化実藤までの期間に、民営化移行準備として、保

護者説明会、事業者選窓、事・保護者代表・事業者による三者懇談会、合

同保育を特います。

イ 畏営化菌の邦議から、民営化鍵施までの期間は、最器2年を投けます。

ウ 事業者決定から、民営化実施までの期間は、最低1年半を設けます。� 

(4) 	 民営化匿の発表と保護者説明

民営花閣の発表後、速やかに当該関の保護者に対し説明会を実施しま

す。

また、当該躍の保護者には畏堂北に関するアンケートも実麗します。

容
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( 5) 事業者の漉定方法

事業主体となる民間事業者の選定については、公募によるものとし、

当該闘の保護者代表を合めた選定委員会者投量し、事業者を選定します。

ア事業者募集

〈ア) 事業者募集は、公募とし、企闘提案型〈プロポ}ザノレ)，こより選定しま

す。

(イ)公募増報は、市ホームページなどで広く周知します。

〈ウ)公募要額誌jjlJ途定めることとしますが、保護者アンケートの結果を踏ま

えたものとします。

イ 事業者瀧定

(ア)選定にあたり、学識経験者、当該援の保護者代表など者合めた選定委員

を設重します。

(イ)事業の目的・理念、運営の透明s性、社会的信望、社会福祉事業に関する

知識・経験、資金計画・経璃状況等、事業主体としての継続性や安定性

等を総合的北勘策するとともに、保膏所運営に関する条件を満たし、保

宵内容を継鱗・向上できるかどうかを審査します。

(ウ)選定基準を別途定め、保護者アンケートの結果会踏まえて、事業者選定

を行います。

ウ 事業者の決定・公表

事業者の決定については、当該盟の保護者だけでなく、広く市民に公務

しますα 民営化実籍までに最低� 1年半を設け、設営化実施の前年度の� 4

月� 1時入所を対象とする入所申込一斉受付開始までに罵知します。

エ協定の締結

〈ア) 市と事業者で協定の締結を行います。

〈イ)協定の内容は、民営化移行準構期間に行うべきことや、市と事業者の役

観の謹認等とします。

(約 三者懇談会の設量

市・当該園保護者代表・事業者による三者懇談会を設置し、民営化に

伴う様々な調整事嘆につき、三者の合意形成を函ります。� 

§ 



(7) 合間保育と引継ぎ保背

民営化に伴い、麟児、謀議者への影響iこ配嘉した円滑な引継ぎを行う

ととも記、現行の年間行事等告含めた保曹内容の継続のためiこ、民営化

前に合間保育を実施し、また民営化後に引継ぎ保育を行います。

ア合間保嘗

{ア)合同保宵とは、民営化の 1年前から、段階的に事業者の保育士等が当該

闘に入り保育特命行います。

(イ)合同保育期間中に事難者側に係る費用については、市は助成による支援

を検討します。

イ 引継ぎ保育

(ア) 引継ぎ保育とは、毘営化後に、当甑舗に勤務していた施設長等が、原

員IJとして� 1年間、定期的に当該関委?紡問し事業者からの朝談等に応じ

ることです。

(イ〉 引継ぎ保嘗では、協定等に提い瀧昔話な銀習が行われているかを確認し

ます。� 

(8) 畏営化移行準欝期間iこおける市の役審i

市は民営生移行準嶺期間において、議定等に従い移行準舗が適正に実

擁されているか進行管理を行い、必要拡J;容じて事業者に対し、研棲等必

要な支援を行います。� 

(9 ) 財産

土地は有償賃貸、建物・備品等は有償請量渡を基本としながらも、土地

については賃貸料が高額になること、また、建物等については建設から

相当年数が経過していることもあり、民営化後の安定的な灘営を継続さ

せるために、減額、無償、助成等必要な対応を検討します。� 
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(1 0)民営化後の保育所灘営に関する条件

畏営化に伸う保育環境の変化を最小限にするとともに、保脊所とし

ての役割を果たすことができるように、以下の条件を公募要領や協定

定めるものとします。

ア 関採語令等の遵守

イ 関所時間と欝所日

(ア) 関所時間は、午爵� 7時から午後� 7時までの� 12時鵠とすること� o

(イ) 閉所� Eは、日曜日、関民の祝日に関する法律(昭和� 23年法律第� 178号〉

に規定する休日及び年末年始� (12月� 29日から翌年� 1A 3 13まで)を

捺く月曜日から土曜日とすること。

(ウ) ただし、上記(ア) (イ}を超える関所持聞及び関所自を設けることを

妨げない。

ウ 定員及び受入年齢

〈ア) 民営化前の定員を下回らないこと。 を変更する際には、市と事前

に協議すること。

(イ) 0議児(原則として生後8週目以降)から 5識児までを受け入れることo

ヱ職員舵髄

(ア)保育士の人数については、協定書に定める配震基準以上とすること。

(イ)保育士の経験年数に蹴議すること o

(ウ) 専住の署護蔀を常勤で配置ょう努めること。

オ特別保管事業

〈ア〉延長保脊持龍、一時明かち事業及び休日保奪事業の実施に関しでは市

と協議を行うこと。

(イ)発遣に特別な支援を要する児童の保脊を実施すること。

カ 地域支援事業

園庭課教や育児相談等の地域子育て支譲事業を行うこと。

キ給食

(ア)結食辻、自闘調理方式を採用すること。

〈イ)食物アレルギーへの対応を行い、その龍鑓知事情に配議すること o 
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ク 鵠康診誇奇

襲保法令等の定めや、入所児震の状祝により、適切に実施すること。

ケ費用の徴収

費用の撤収については、民営化前に数収していた費用以外の負担を保護

者に求める場合には、三者懇競会iこで協議すること。ただし、保護者の

袈望K応じた保膏サーピス的対価として必要な場合はこの繰りではな� 

lt¥0 

コ鞍員研修

職員の資震や専問性の向上のため、職員研修計国を作成するなどし、積

極的に研修等に蘇加させること。

サ 損害賠潰保険及び災害共済給付制度への加入

臆見の不患の事故に備え、損害賠償保険及び災害共務給付制度への加入

すること。

シ保護者との懇談、世清解決等

{ア)保護者との懇談会を定期的に関繕し、保護者の意向の棺握に努めるとと

もに、要望等iこ誠意を持って対応すること。

(イ) 管講解決の社組み(f苦構解決糞在者J r苦情受付担当者J r第三者委員

の設置J) を整磯すること。

ス 臨時耀用員の継続擢用について

民営北前にさき該圏iこ躍用されていた臨時運用員が民営化後も就労を特

望する場合は、該園での引き続きの護用を検討すること。� 

(1 1)民営化後の市の費任と支援体制

民営記後も、市・保護者代表・事業者との三者懇駿会を一定期間継

続します。鎮護者と事業者の関で問題が生じた場合は、市が調整役を

はたします。また、民営化後の保育内容の確認を行ない、公表します。

ア 民営化後の三者懇談会の継続

(ア)民営住後も引き続念、市・保護者代表・事業者の三者懇談会を継続しま 
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す。

〈イ)課護者と事業者関で、民営化障の溜営に関する問題が生じた場合は、三

者懇談会で解決を爵ちます。

{ウ)三者懇談会の設費期間誌、原則として民営化移管の 5年後までとします。

イ 民営化閣の評伍

(ア)市は民営化後 1年以内に保護者アンケートを実施し、事業者の保管状況

等を確認し公表します。

{イ)事業者に民営化後 1年以内の播社サーぜス第三者辞錨事業の受審を義

務付け、第三者の槙点によち評価安実施し公表します。 
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3 民営化する保育所の選定の基本的な考え方� 

(1 ) 民営化圏選定基準

本市には公立保育所は� 18関あり、市域に広く配置されています。

民営化圏選定にあたっては、公立保育所が配慮、や支援を必要とする児

童を多く受け入れているというセ…ブテイネット的な役割と、地域の子

育て支援の地域拠点としての機能などを考厳し、まず公立保育所が市域

に適正に記寵されるとと金最も議模するものとします。そのうえで、民

営化した場合に、よち安定的・継続的な頴運営が期待できる条件を満た

しているのほどの欝であるかを総合的に判断し、民営化する� 5盟会選定

することとします。

ア 選定基準� 1 公立保育所の適正な配震を重視して判断する。

(ア〉 市域をまず6ブ口ツクに分け、各ブ、ロックにできる競り均等な‘

箇所数の公立保育所を臨寵する。

(イ) 各ブ口ツクからの瀧定については、各ブロックをさらに� 2つの

地域に区分し、できる限り� 1つの公立保育所を配寵する。

イ 選定基準� 2 民営化した場合に、より安定的・継続的な閤溜営が期待

できる条件を満たしているかを総合的に判断する。

①地域の人口が多いこと

②地域の就学前児援を数が多いとと

金地域の就学前党議数が増加が大きい、または減少が少ないとと� 

e題児の充足率が高いこと

岳地域の今後の開発克込み戸数が多いとと

器保脊所敷地語積が適正規模であるとと

ウ 構足的な選定基準選定基準2で示す条件では、大きな援がなく判新が

関難な場合は、公立幼稚題との幼保一体化整犠の可能性が器いものを

選定するとととします。� 

(2) 策施年次選定基準� 

舗を選定後、各揺の選定基5町立については、民営化する)1民営化する

2の各条件について順位付けを行い、すべての順位の合計点が小さい

保育所から!慣に民営化することとします。� 
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(3)選定の基本的な考えに基づいた民営化の年次計額

民営化時期 民営化保育所名

平成28年4月� 1S A保育関

平成29年4月� 1日 日保育園及びC保育園

王手成30年4月� 1日� D保育罷及びE楳育園� 
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民営化対象保育所の選定表(案) 

( 1 ) 民営記閣議定基準

ア 選定基準  1 公立探育所の適正な記置を議視して判断する。

(ア) 市域をまず§ブ口ックに分け、各ブロックにできる酸り均等な

館所数の公立保膏所を記置します。

(イ〉	 各ブロックからの選定については、各ブ口ツタをさらに  2つの

地域に区分し、できる殻り 1つの公立探育所を配罷します。 

6ブロック地域名 区分 公立保育所名 判断

藤白台
選定基準  2で選定千里ニュータウン・万 

博・!族大

~t 
北千車

商 帯子皇 選定基準 1の{イ)により民営化対象外

由主
選定通事準 2で選定

山関・千恵
山限

活山田

千里丘 山田 選定基準?の(イ) Iこより箆堂化対象外

千恵出盆佐井寺 子恩出・春日
千里山 選定基準 1の〈ア) Iこより民営化対象外

千蕊 選定義準 1の(ア〉により民霊化対象外

片山 片山 選定基準 1の〈イ) fこより民営化対象外

片山 a岸部 ことぶき
選まさ基準 2で選定岸部

岸部

盤津・江壌 義7.1<. 選定暴自供 1の{イ)により民営化対象外

豊津・江坂・欝吹田 構
選定基準  2で漉窓攻ニ・吹鶏

いずみ

吹霞

選東基準  2で選定JR以南

東 
東

酉
政一

攻六

選定基準 1の(ア)により、千盟山寺佐井寺地域は公立探脊所が少ないため、

当核ブロックからは民営化橿は選定せず、{患の 5ブロックから 1翻ずつ選定する

こととしますりさらに、各ブロックを 2の地域に分けて、地域iこ1露である甫千

里、山田、千栗山、千三、片山、垂水の各保育所は民営住対象外とします。残る

保膏所から、選定基準 2において民営化摘を選定します。ただし、 JR以帯地域

は、(ア) (イ)において選定できないため、 4霞中から選定基準 2で 1離を選定

します。 
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イ 瀧定基準� 2 筑常化した場合により安定的・継続的な冨運営が期持

できる条件令満たしているかを総合的に特酷します。� 

e場域の人口が多いこと(小学校区)

②培法の就学前児童数が多いこと(小学校区〉

@地域の就学前児議数が増加が大きい、または減少が少ないこと

(小学校区の直近 5年推移)
 

e冨児の充足率が高いこと{甚近5年平均〉


@培域の今後の開発見込み戸数が多いこと


@部脊所敷地面積が適正規模であること


(市内 120名定員の私立保育所の平均である約� 1，363 rrf'こ近いこと〉

ウ 捧足的なi議定基準選定義準2で示す条件ゼは、大きな麓がなく判断が

関難な場合は、公立幼維閣との勃保…体化整慌の可能性が低いものを

選定することとします。

公立保育所名

藤副脅

北千里

一
山三

富山岡

ことぷき

岸部

一

南


いずみ


O 1，054 

o 1，313 

同一区分内で選定基準� 2と補足的な選定義糟において判断すれば、民営化した場合

より安定的・継続的な運営が期待できる、藤白台、西山田、岸部、南、吹罰の� 5閣を

民営化圏と判断しました。� 
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判断

一
吹田

東

絞…� 8，089 250 

校六� 6，539 288 



(2)実施年次選定基準� 

圏を選定後、各閣の選定基5憤位については、民営記する11民営化する

慎位付けを行い、すべての順位の合計点が;J、さい)1の各条件について2準

援に民営化することとします。)1保育訴から

DA 争就学前� c F(j)人口 B 争議定学前� 盛岡の充� @今後の E ⑤磁の数� A-F 毘営
開発見込S園 S密 児童書主幾� 与国 地面積箆童数� 5国 足率 6陣 S溜

化の公立穣務所名� の
移 み数中の 中の 中の中の ~の~の

合計 顛最願位順位 煩位 主幹俊:m順位順位 単位:人 主事後:戸単位:入 単位:%綴t立 勝俊:%

藤白台� 4468 d.8 3 95 4 68010，567 3 

。5西山罷 24 5 5 103ゑ837 411 ム14 

1，836 3 18 

え311 5 26 

3 

5 

4岸部 9，024 5 607 2 50 101 3 22 4 2，042 4 19 

F き2 108 276 2 1，101 2事� 12，980 909 5 

ヰ政田� 4 311，849 2 506 3 ム12 95 23 1，349 17 2 

(3)選定の基本的な考えに基づいた民営化の年次計醐

民営化時期 民営化保育所名

平成� 28年� 4月� 1臼 南保膏掴

平成� 29年� 4月� 113 吹田保育圏および藤白金保育関

平成� 30年� 4月� 1日 岸部保膏顕および西山田保育園� 
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